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重要事項説明書（竜之口わかばこども園のしおり） 

〈令和６年 ３月 １１日 現在〉 

 

１ 事業の目的 

竜之口わかばこども園（以下「当園」といいます。）は、認定こども園として、義務教育及びそ

の後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもの対する教育並びに保育を必要とする子

どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与

えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とす

る。 

 

２ 教育・保育理念 

『強く・優しく・たのしく』 

自分を律せる強さを持ち、人や自然環境に優しく出来、そして人を笑顔に出来る子どもの育成に

努めます。 

 

３ こども園運営方針 

（１） 当園は、良質かつ適切な内容及び水準の教育及び保育の提供を行うことにより、全ての子ど

もが健やかに成長するために必要な環境が等しく確保されることを目指す。 

（２） 当園は，登園を利用する子ども（以下「園児」という。）の意思及び人格を尊重し、常に園

児の立場に立って教育及び保育を提供する。 

（３） 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、岡山県、岡山市、小学校、他の

特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学

校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

（４） 当園は、 就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18

年法律第77号。以下「法」という。）、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下

「支援法」という。）岡山市幼保連携型認定こども園の学級編制、職員、設備及び運営の基準

に関する条例岡山市児童福祉施設の説簿及び運営に関する基準を定める条例（平成26年市条例

第120号。以下「最低基準条例」という。）、岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例（平成26年岡山市条例122号。以下「運営基準条例」とい

う。）その他関係法令・通知等を遵守し、運営を行うものとする。 

（５） 当園は、常に教育及び保育の質の向上に努めるため、研修などに積極的に取り組む。 

 

４ 目指す園の姿 

 大切な乳幼児期をゆったりと穏やかな環境で、のびのびと過ごし、笑顔と愛情をしっかり与えるこ

とを大切にし、子どもが頼りたい時はその思いを支え、見守っていて欲しいときはその思いを尊重

し、子どもの希望を十分に叶えてあげたいと思います。その中で、『こんな力を身に付けて欲しい

な』などを、お手本となって伝えていきたいと思います。 

また、当園では、『待つこと』を大切にします。『待つこと』は、相手を信じること、心にゆとり

を持つこと、相手を支えてあげること。子どもや職員に対し、結果を急ぐのでなく『待つこと』を大

切にしたいと考えています。 

 

５ 教育・保育方針 

（１） 家庭と連携を密に図り、一人一人の発達の違いを意識し基本的生活習慣が身につくように教

育・保育を行なう。 

（２） 卒園後以降の生活を意識しながら、落ち着いた環境の中で遊び中心の教育・保育を通して、発

想力豊かで最後まで諦めずに取り組める子どもを育てる。 

（３） 子どもが出来たことをしっかりと褒め、子どもの『自己肯定感』『自尊心』『創造性』『主体

性』『協働性』などを育む教育・保育をする。 
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（４） 友達・保育者・地域の方・生物・自然などとの関わりを通して自分だけでなく、他者や自然な

どに対する慈しみの心を育てる教育・保育をする。 

（５） 障害の有無に関わらず皆で教育・保育活動をする。 

（６） 安全管理・危機管理の意識を常に持ち、子ども及び職員の安全を守り教育・保育する。 

（７） 清潔で明るい環境の中で教育・保育する。 

（８） 常に「こどもまんなか」を意識し、子どもの視点、声を大切に教育・保育する。 

 

６ めざす子どもの姿 

① 明るくくじけない強い子ども  

出来ないことや嫌なことに出会った際に、諦めずに最後までやり遂げようとする力を培いま

す。 

② 人や物を大切に出来る子ども 

    人や物に対する愛情や思いやりの心や相手の思いや立場を理解しようとする気持ちを培いま

す。 

③ 発想豊かで行動力のある子ども  

 興味や関心を育て、自主的に行動する思考力や態度を培います。 

④ ルール、マナーの守れる子ども 

行動の善し悪しや自分の行動の結果の見通しを持つ力や培います。 

 

７ 事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人 岡山幸風会 

代表者氏名 理事長 髙山 学 

法人の所在地 岡山市中区国府市場７２１－２ 

法人の連絡先 電話番号  ０８６－２７９－４３１８ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２７９－４３１７ 

Ｅメール  info＠tatsunokuchi.ed.jp 

 

８ 竜之口わかばこども園の概要 

名称 竜之口わかばこども園 

所在地 岡山市中区国府市場７２０－１ 

認可年月日 令和６年４月１日 

連絡先 電話番号  ０８６－２７９－１５１５ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２７９－０３０３ 

園長氏名 髙山 裕司 

 

利用定員 

＜１号認定＞ 

３歳児：５名 ４歳児：５名 ３歳児：５名 

＜２号認定＞ 

満３歳以上～就学前の子ども    ３６名 

＜３号認定＞ 

満１歳以上～満３歳未満の子ども  １８名 

満１歳未満の子ども         ６名 

（保育対象年齢 ５か月から就学前まで） 

クラス編成 ０歳…ひよこ組、１歳…りす組、２歳…うさぎ組 

３歳…らっこ組、４歳…いるか組、５歳…くじら組 

実施する事業 延長保育事業、一時預かり事業、園庭開放 

      （幼稚園型・一般型） 
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嘱託医 内科 旭竜クリニック      医師   菅原 茂昭 

   竹水堂薬局       薬剤師 森 雅子 

歯科 おまち子ども歯科医院  歯科医 假谷 直之 

 

 

９ 開所日・開所時間及び休所日 

 

【１号認定子ども】 

開所日 月曜日から金曜日 

教育標準時間 午前８時３０分から午後１時００分（４時間３０分） 

預かり保育 午前７時００分から午前８時３０分 

午後１時００分から午後６時００分 

午後６時以降 

預かり保育料 １,０００円/１日 

上限 １１,３００円/月 

午後６時以降 ４００円／時間 

休所日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始 

（１２月２９日から１月３日） 

夏季休業 ８月１日から８月３１日 

冬季休業 １２月２５日から１月６日 

春季休業 ３月２５日から３月３１日 

長期休暇期間中（１日） 

（７：００～１８：００） 

１，０００円（おやつ代含む、給

食費は別途） 

  ※預かり保育料の１日上限は、1,000円。ただし、午後6時以降は表記の通り。 

 

【２・３号認定子ども】 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 午前７時００分から午後７時００分（延長保育含む） 

保育標準時間 

延長保育時間 

午前７時００分から午後６時００分 

午後６時００分から午後７時００分 

保育短時間 

延長保育時間 

午前８時３０分から午後４時３０分 

午前７時００分から午前８時３０分 

午後４時３０分から午後７時００分 

休所日 日曜日、国民の祝日、休日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

※土曜日は、延長保育はありません。 

※土曜日及びお盆、年末年始の前後など長期休暇が想定される時期は出席の確認させて頂きます。 

※令和６年度慣らし保育について 

 慣らし保育の期間を以下の通り設けますので遵守くださいますようお願いいたします。ただし、子

どもの様子によって期間が延長することがあります。 

＜１号子ども＞ 

 ・登園日１日目から６日目   ９：００～１０：３０ 

     ７日目から１２日目 ９：００～１２：００ 

     １３日目から通常保育開始 

＜２・３号子ども＞ 

 ・登園日１日目から３日目  ９：００～１０：００ 

・    ４日目から６日目  ９：００～１０：３０ 

・    ７日目から１１日目 ９：００～１２：００ 

・      １２日から１５日目 ９：００～１５：００ 

 ・      １６日目から    通常保育及び延長保育開始 

※慣らし保育期間中、および４月は土曜日の家庭保育へのご協力お願いします。 

※お子様の状態により、慣らし保育期間は長くなることがあります。 

 



4 

 

１０ 施設・設備の概要 

敷地 １７４０㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ床面積５６４．２５㎡ 

施設の内容 保育室６室 187.31㎡，遊戯室 121.61㎡，調理室等 57.75㎡, 沐浴

室・便所 11.00㎡，幼児便所２カ所 38.5㎡，園庭 463.10㎡ 

設備の種類 冷暖房，床暖房（０，１歳），扇風機 

 

 

１１ 職員体制（令和６年４月１日予定） 

職 名 人数 職 名 人数 

園長 １名 調理員 ３名 

保育教諭 １４名 嘱託医 １名（非常勤） 

  嘱託歯科医 １名（非常勤） 

  園薬剤師 １名（非常勤） 

 

※ 当園は、「岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例」に定める職員配置基準を遵守するため、利用定員を超過して園児を受け入れる場合等

においても、上記に定める員数のほか、必要に応じて職員を配置することとしています。 

 

１２ 提供する教育・保育の内容 

当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び当園が定める教育保育課程に基づき、以下の

保育その他便宜の提供を行います。 

（１）特定教育・保育の提供 

９に記載する時間において保育を提供します。 

（２）預かり保育（一時預かり事業）の提供 

９に記載する時間において一時預かり事業を提供します。 

（３）一般型一時預かり事業 

月曜日から金曜日 午前９時～午後５時 

（４）延長保育事業の提供 

延長保育に関しましては、本紙９、２０および２６をご確認ください。 

（５）給食 

児童の年齢により下記のとおり食事の提供を行います。 

１号認定 主食費 １,５００円/月 

副食費 ４，０００円/月 

２号認定 主食費 １,５００円/月 

副食費 ４,８００円/月 

（３歳児クラス以上） 

・保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表をコミュなびで配信します。 

・毎日、給食を掲示する予定としていますのでご覧ください。 

  ・使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものがありましたら、事前に御 

連絡ください。御相談の上、給食食物アレルギー対応マニュアルを参考に除去する 

などの対応をいたします。(例）卵・牛乳など 

 

※病院受診等で遅れて登園する場合、配膳に間に合う時間は下記の通りです。 

 ・ひよこ組 １０時３０分まで 

 ・りす組、うさぎ組、らっこ組、いるか組、くじら組 １１時まで 

上記以降遅れて登園される場合は、食事を済ませてから登園してください。 
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１３ 教育・保育の質の向上を図るための特定負担額 

 項目 金額 

１号 ２号 ３号 

 施設助成費 ５００円／月 ５００円／月 ５００円／月 

※給食の安全で確実な提供並びに食育活動の充実を目的とし、給食室の職員体制を公定価格に含まれ

る人数（２人）以上とするため。 

 

１４年間行事予定（Ｒ６年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇印：保護者参加行事 

・運動会は、１１月１日（金）もしくは８日（金）の日程で岡山ドームにて開催予定としていま

す。会場の利用調整の結果が決まり次第、どちらの日程に運動会が開催できるか決定されます。 

・その他、芋掘り遠足、親子遠足等を順次計画予定です。（日程未定） 

・都合により日程及び会場の変更や、中止、追加となる場合があります。 

・2024年度運動会（岡山ドームでの開催）は、2･3･4･5歳児のみの参加になります。0･1歳児の方

は、岡山ドームの一部に遊べるスペースを用意しますので、自由にご利用下さい。 

 運動会の代替として、竜之口わかばこども園の遊戯室で運動会ごっこを開催します。 

・2024年度お遊戯会（2・3・4・5歳児）は、全クラス観覧になります。 

・行事によっては、保護者の方のボランティアを募らせていただくこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 行 事 内 容 

４月 
◇入園おめでとう会 ◇個人懇談（新入園児）・ 春の交通安全教室  

お花見遠足（３・４・５歳児） 

５月  

６月 虫歯予防デー ・内科検診 ・歯科検診 ・尿検査（１・２号認定） 

７月 水遊び 

８月 夏祭り 

９月 ◇運動会ごっこ（０・１歳児） 

１０月 ハロウィンパティー ・ 芋掘り遠足（４・５歳児） 

１１月 
勤労感謝訪問 ・ 卒園遠足（５歳児）・ 秋の交通安全教室  

◇個人懇談 ・◇運動会（２・３・４・５歳児） 

１２月 他園との交流会（遠足） 

１月 とんど焼き ・ 内科検診 

２月 ◇お遊戯会（2･3･4･5歳児） ・新入園児健康診断  

３月 お別れ会 ◇卒園式（５歳児） ・ 交通安全教室  

◎毎月の行事： 身体測定・避難訓練・お楽しみ会 
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１５ 服装について 

園での服装 

ひよこ組 

・動きやすく、着脱のしやすい服装（チュニックのような裾が長い物やスカート

付きズボン、ボタン、紐の付いた物は着てこないようにしましょう。）、汚れ

てもよい服（クレパス、絵の具、泥、カラーペン、給食等の汚れが付くことが

あります。） 

・肌着もつながっていないもの。 

・ソックスは足首丈で滑り止めのついたもの。 

りす組 

・動きやすく、着脱のしやすい服装（チュニックのような裾が長い物やスカート

付きズボン、ボタン、紐の付いた物は着てこないようにしましょう。）、汚れ

てもよい服（クレパス、絵の具、泥、カラーペン、給食等の汚れが付くことが

あります。）も可 

・ソックスは足首丈で滑り止めのついたもの。 

うさぎ組 

・スモック 

・体操服 

・体操ズボン 

※ただし、動きやすく、汚れてもよい服（クレパス、絵の具、泥、カラーペン、

給食等の汚れが付くことがあります。）も可としますが、破損や汚れ等の責任は

負えませんので予めご了承ください。 

・ソックスは足首丈のもの。 

らっこ・いるか・くじら組 

・スモック（ポケットにハンカチとティッシュを入れましょう） 

・体操服 

・体操ズボン 

※ただし、動きやすく、汚れてもよい服（クレパス、絵の具、泥、カラーペン、

給食等の汚れが付くことがあります。）も可としますが、破損や汚れ等の責任は

負えませんので予めご了承ください。 

・ソックスは足首丈のもの。 

※体操服を基本としますが気候等に合わせて活動しやすい服装で登園してください。  

※肌着を着用する場合には、半袖タイプかタンクトップタイプを着用しましょう。 

※全年齢、運動会、発表会などの行事の際には、規定の服装での参加をお願いします。 

・帽子をかぶり、名札をつけて登園してください。 

 ・制服や帽子への飾り、ワッペンなどの装飾はしないようにしてください。 

 ・危険防止のためスパンコール、ビーズ、ボタン、紐、チャック、フード、スカート等がついてい

ない衣服の着用をお願いします。 

※経済産業省参照『その服、「カワイイ」だけで選んでませんか？』 

 ・靴は、足に合った靴を履きましょう。（光る靴や音の出る靴、紐靴、サンダル、長靴は不可） 

 ・カバンにキーホルダーなどは付けないようにしてください。 

※防寒着について ≪フードのない薄手の動きやすいものをお願いします。≫ 

 うさぎ・らっこ・いるか・くじら組→ 園外保育で使用 

 りす・ひよこ組→ 戸外遊びで使用 
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１６ 頭髪について 

 ・長い髪はゴム（２本まで）でまとめてください。飾りのついたもの、パッチン止めやピン止め

は、外れた際に怪我をしたり誤飲の原因になることありますので園にはしてこないでください。 

 ・体操教室の日は、鉄棒などへの巻き込みの危険があるので後ろでゴム１本でまとめてください。 

 ・帽子がかぶりにくくなる為、耳より下でまとめてあげてください。 

 ・ビニールゴムは、切れやすいので普通のヘアゴムでお願いします。 

 

（登園時服装・頭髪見本）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 持ち物について 

① 新年度毎に必要なもの（ご協力お願いします。） 

クラス 

品目 
０歳児 １歳児 ２歳児 3・4・5歳児 

ビニール手袋( Lサイズ ) ２箱 

（２００

枚） 

２箱 

（２００枚） 

２箱 

（２００枚） 

２箱 

（２００枚） 

ぞうきん（新しいもの） ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 

ティッシュペーパー（箱ﾀｲ

ﾌﾟ） 

５箱 ５箱 ５箱 ５箱 

※園用として使用するので名前は書かないで下さい。 

※園児１名の個数です。 

※ビニール手袋（Lサイズ）は、ポリ塩化ビニルやラテックスゴム等のゴム製で準備をお願いします。 

帽子は被りましたか？ 

帽子のゴム紐は伸びていませんか？ 

歯を磨きましたか？ 

きれいな顔ですか？ 

名札が付いていますか？ 

ボタンはとれていませんか？ 

ハンカチ・ティシュは入っていますか？ 

爪は切っていますか？ 

ズボンの裾が長すぎていませんか？ 

靴は足に合っていますか？ 

かかとを踏んでいませんか？ 
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②毎日の持ち物 

クラス 

品目 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

通園カバン(2･3･4･5歳児) 

ぞうさんかばん(0･1歳児) 

   

   〇 

 

〇 

◯ ◯ ◯ ◯ 

おたよりバインダー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

スーパーの袋 ３枚 ３枚 ３枚 ２枚 ２枚 ２枚 

帽子 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

食事用ビニールエプロン ３枚 ３枚 × × × × 

食事用ハンカチタオル  × × ３枚 ２枚 １枚 × 

出席ブック × 〇 ◯ ◯ ◯ ◯ 

コップ袋に入れたコップ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

歯ブラシ × × × × △ ◯ 

ハンカチ（ポケット） × × × ◯(冬) ◯(冬) ◯(冬) 

ティッシュ（ポケット） × × × ◯(冬) ◯(冬) ◯(冬) 

箸ケースに入った箸 × × × △ △ ◯ 

布パンツ △ １枚 １枚 △ 履いて登園 履いて登園 

※全ての物に、大きくはっきりと名前を書いて下さい。 

※誤飲の危険がある為、名前シールや名前ワッペンは使用せず、直接記入をお願いします。 

※衣服に記名をする場合には、タグに名前を書いて下さい。 

※名前が薄くなったり消えたりした場合には、その都度書き直して下さい。記入の無い物は 

 その場で記入して頂くこともあります。 

※紛失を防ぐために、園で名前を書く場合もあります。 

※スーパーの袋には、名前を大きく書いて下さい。（絵などは描かないようにして下さい） 

※食事用ビニールエプロンはマジックテープの物をご用意下さい。 

 

③園に置いておく物（０歳児は個人ロッカー・2･3･4･5歳児は着替え袋） 

クラス 

品目 
０歳児 １歳児 ２歳児 3・4・5歳児 

紙パンツ 必要枚

数 
必要枚数  必要枚数 × 

布パンツ △ １枚 １枚 １枚 

ズボン ３枚 ３枚 ３枚 ２枚 

上服 ３枚 ３枚 ２枚 ２枚 

肌着 任意 任意 任意 任意 

靴下 １足 １足 １足 １足 

フェイスタオル ２枚 ２枚 ２枚 ２枚 

スーパーの袋 ２枚 ２枚 ２枚 ２枚 

お尻拭き(蓋を付けて下さい) １袋 １袋 １袋 １袋 

パジャマ袋に入れたパジャマ × ◯ ◯ ◯ 

４５ℓのポリ袋（取っ手なし） 1枚 1枚 1枚 1枚 

調理用エプロン・バンダナ × × × ４・５歳児のみ 

※おしり拭きは、0･1･2歳児はトイレのかご、3･4･5歳児は着替え袋で保管します。 

※着替えを使用した日には着替え袋を持ち帰ります。ご家庭で補充をしてきて下さい。 

※布パンツの補充が無い場合には、新品の布パンツと交換になります。 

※紙パンツの補充が無い場合には、新品の紙パンツと交換になります。 

☆全クラス、スーパーの袋は取っ手付きＬＬ（ヨコ450ｍｍ、タテ530ｍｍ）でお願いします。 
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〇大きさと紐について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〈食事用ハンカチタオル〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の袋をご用意下さい。キルティング生地はご遠慮下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コップ袋＞ 

20cm 

20cm 

＜パジャマ袋＞ 

 

30cm 

30cm 

＜着替え袋＞ 

35cm 

 

40cm 

15cm 

15cm 
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１８ 午睡について 

 ・午睡布団は、週末に持ち帰って、シーツの洗濯・布団の日光消毒をしましょう。 

  月曜日に持って来て、所定の場所に入れてください。 

 ・午睡は、遊戯室などで多くの子ども達が集団で寝ます。持ち物（布団）の名前がすぐに子どもた

ちでも分かるようにしてください。衛生面に気をつける為にも必要です。 

 ・失尿した時は、布団を持ち帰り、洗濯をして持って来てください。なお、お友達の布団を汚した

際も同様に洗濯をお願いすることがあります。 

 ・夏季は、タオルケットまたはバスタオルを準備しておいてください。 

  冬季の毛布はいりません。室内の温度管理をしています。どうしても必要な方は、別途ご相談く

ださい。 

 ・１～５歳児は、パジャマを使用します。パジャマ袋に入れて持って来てください。週末に持ち帰

り、月曜日には洗って持って来てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 登降園及び駐車場の約束 

 

 ・遊戯室は走らない 

 ・車から降りるまで、車に乗るまでは必ず手を繋ぎ、離さない。 

 ・テラスは手を繋いで歩きましょう。 

 ・門扉を揺らさない、登らない。 

 ・門扉の鍵は大人が行う。 

 ・うさぎ組から自分でかばんを肩から掛けて持ちましょう。 

 

 大切なお子様の命を守るための約束になっています。 

 駐車場は、徐行運転でお願いします。 

 

 

＜ふとん記名例＞ 掛け布団・タオルケット 敷き布団 

※お布団をご用意下さい。サイズは目安です 



11 

 

２０ こども園の一日 

 

 

時間 ３号認定子ども ２号認定子ども １号認定子ども 

７：００ 

 

 

８：００ごろ 

 

 

９：１５ 

９：３０ 

 

１０：００ 

 

 

 

１１：００ 

 

１１：３０ 

 

１２：００ 

 

 

 

１４：３０ 

１５：００ 

 

 

１５：３０ 

 

１６：００ 

 

 

１８：００ 

 

１９：００ 

○登園 検診 

 持ち物の整理 

 

○自由遊び 

 室内でゆっくり過ごす 

 

○朝のおやつ 

○朝の会 

 

〇クラスでの活動 

 

 

 

○給食準備 

○給食 

 

 

○午睡準備 

○午睡 

 

 

○目覚め 排泄 着衣 

○おやつ 

 

 

○一日の振り返り 

 

○自由遊び 

○順次降園  

 

○延長保育始まり 

 

○延長保育終了 

 

○登園 検診 

 持ち物の整理 

  

○自由遊び 

室内でゆっくり過ごす 

 

○朝の会 

○クラスでの活動 

 

 

 

 

 

○給食準備 

○給食 

 

〇一日の振り返り 

○午睡準備 

○午睡 

 

 

○目覚め 排泄 着衣 

○おやつ 

 

 

 

 

○自由遊び 

○順次降園 

 

○延長保育始まり 

 

○延長保育終了 

 

 

 

 

 

〇登園検診 

 持ち物の整理 

〇朝の会 

〇クラスでの活動 

 

 

 

 

 

〇給食準備 

〇給食 

 

〇一日の振り返り 

 

〇順次降園 

 

※１８：００～１９：００の延長保育（平日のみ）は、別途申し込みが必要です。 

※５歳児は、年度途中で午睡を減らしていきます。 

※ただし、保育短時間認定児は、次ページ 
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保育短時間認定児 

時間 ３号認定子ども ２号認定子ども 

８：３０以前 

 

８：３０以後 

 

 

 

 

９：１５ 

９：３０ 

 

１０：００ 

 

 

 

１１：００ 

 

 

 

１２：００ 

 

 

 

１４：３０ 

１５：００ 

 

 

１５：３０ 

 

１６：００ 

１６：３０までに 

 

 

１８：００ 

○延長保育（別料金） 

 

○登園 検診 

 持ち物の整理 

○自由遊び 

 室内でゆっくり過ごす 

 

○朝の会 

○おやつ 

 

〇クラスでの活動 

 

 

 

○給食準備 

○給食 

 

 

○午睡準備 

○午睡 

 

 

○目覚め 排泄 着衣 

○おやつ 

 

 

〇一日の振り返り 

 

○自由遊び 

○降園 

○延長保育始まり（別料金） 

 

○延長保育終了 

 

○延長保育（別料金） 

 

○登園 検診 

 持ち物の整理 

○自由遊び 

室内でゆっくり過ごす 

 

○朝の会 

○クラスでの活動 

 

 

 

 

 

○給食準備 

○給食 

〇一日の振り返り 

 

○午睡準備 

○午睡 

 

 

○目覚め 排泄 着衣 

○おやつ 

 

 

 

 

○自由遊び 

○降園 

○延長保育始まり（別料金） 

 

○延長保育終了 

 

※朝７：００～８：３０と夕方１６：３０～１８：００の延長保育及び１８：００～の延長保育（平

日のみ）は、別途申し込みが必要です。 

※５歳児は、年度途中で午睡を減らしていきます。 
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２１ 入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項 

 １ 当園は、市町村から教育・保育の実施について教育・保育給付認定を受けた１号子どもから当

園の利用について申し込みがあったときには、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。 

（１） 利用定員に空きがない場合 

（２） 利用定員を上回る利用の申込があった場合 

（３） 当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れがある

場合 

（４） その他、当園の利用継続に当たり重大な支障や利用継続困難な理由があるとき 

２ １号子どもについて、利用定員を超える入園申込があった場合は、次の方法により選考を行い、

園長が入園者を決定する。 

（１） 兄弟姉妹が在園している者は、優先して入園させる。 

（２） 面接等により選考し、入園させる。 

３ 支援法第１９条第2号の子ども（以下「２号こども」という。）及び支援法第１９条第３号の子

ども（以下「３号子ども」という。）については、支援法第４２条の規定により、市町村が行っ

た利用調整により当園の利用が決定されたときには、これに応じる。 

４ 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの教育・保育給付認定

保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。 

５ 退園又は休園しようとする１号子どもは、教育・保育給付認定保護者が理由を記して園長に願

い出るものとする。 

６ 当園の利用２号子ども及び３号子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を

終了するものとする。 

（１）「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき        

（２）教育・保育給付認定保護者から当園の利用の取り消しの申出があったとき。 

（３）市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。 

（４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

２２ 当園と保護者の連絡について 

園からの連絡事項 

①  当園では、お子様が毎日健康で元気に過ごすために、保護者とこども園が十分にコミュニケー

ションを取り、協力し合うことが大切であると考えております。当園での状況やご家庭での状況

を相互連絡し合うために個人懇談を年２回実施致します。ただし、新入園児は４月に実施。年長

児は就学に向けて園が必要と判断した場合には追加で個人懇談の実施をする場合があります。体

温、体調、食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、排便状況など、お子様

のご家庭での様子もできるだけ詳しくお知らせ下さい。また、登降園の際にも必要に応じてお知

らせ下さい。 

② 毎月１回、月の終わり頃に次月の園だよりを発行します。行事や連絡事項、注意事項などをお

知らせします。 

③ 掲示物でも連絡事項をお知らせします。送迎の際には注意して見てください。 

④ 次の様な体調の変化があるときはお知らせいたします。お迎えをお願いします。 

(ア)発熱（目安は３８℃以上ですが、子どもの健康状態により判断します。熱性けいれんの有

る場合３７．５℃。） 

(イ)嘔吐（２回）、下痢（２回） 

(ウ)顔色が悪い、ぐったりしている 

(エ)発疹、感染症の疑いがある  など上記を目安とし、総合的に判断して連絡いたします。 

 

次の場合はこども園に必ずご連絡ください。 

① 欠席や登園時間が遅れるときは、朝９時までに連絡してください 

② 認定時間内にお迎えに来られないとき。（延長保育になるとき） 
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③ 送迎者が送迎誓約書に記名のある方以外になるとき。 

（記名のある方でも初めて来られる際は、保護者から事前にご連絡ください。）  

④ 住所、勤務先、電話番号、勤務時間が変わったとき、またいつもの連絡先にいられないとき。 

⑤ 家庭の事情（家族構成、転居など）が変わったとき。 

⑥ 本人が感染症にかかったとき。 

⑦ 都合で退園される場合は、毎月２０日までに退園届を提出してください。 

 

２３ 当園のご利用に際し留意していただくこと 

  

 ・朝食（授乳）、朝の投薬等は済ませてから預けるようにしてください。また、おしめへの排尿、

便の始末も預ける前に出ている場合は、保護者の方が始末をしてください。 

 

 ・警報等について 

暴風雨（雪）警報や特別警報などが発表されたとき、又は発表中のときは臨時休園又は教育・保   

育時間を短縮することがあります。その場合、可能な限り電話連絡を致します。 

（別紙：気象警報発令時等における発令区域内の保育園等の対応について 参照） 

 

 ・送迎について 

  ・送迎につきましては誓約書を提出していただき、保護者の方の責任において行ってください。

出入り口の門につきましては、子どもの安全のため、必ず大人の方が鍵をかけてください。な

お、送迎は高校生以上の方のみとさせて頂き、高校生以上であることが確認出来ない限り引き渡

し出来ません。 

  ・誓約書に名前のない方、名前のある方でも初めて来られる方がお迎えに来られる際には、事前

にご連絡ください。その際、来られる方の名前と続柄をお知らせ下さい。写真付きの身分証明書

で本人確認をさせて頂きます。 

  ・駐車場の混雑緩和にご協力ください。また、行事の際には車以外での来園をお願いします。 

  ・駐車場内での事故等には一切責任を負いません。 

 

・毎朝の体調の確認 

  お子様の体調を知るために、ご家庭での検温を必ずお願いします。登園時に、不調または高熱が

疑われる場合は、職員が検温を致します。登園前に、ご家庭で①機嫌の善し悪し ②食欲の有無 ③

発熱の有無 ④排便の状態など、いつものお子様と様子が異なっていないか確認してください。 

 ・以下の症状が有る場合は登園を控えてください。 

  発熱時 

   ・朝から３７．５℃を超えた熱とともに元気がなく機嫌が悪い 

   ・２４時間以内に解熱剤を使用している 

   ・２４時間以内に３８℃以上の熱が出ていた 

  下痢の時 

   ・２４時間以内に２回以上の水様便がある 

   ・食事や水分を摂ると下痢がある 

  発疹の時 

   ・今までになかった発疹があるとき 

   ・とびひ（顔等で患部を覆えないとき） 

  嘔吐の時 

   ・２４時間以内に２回以上の嘔吐がある 

   ・嘔吐に伴い、いつもより体温が高めである 

   ・食欲がなく、水分も欲しがらない 
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・感染症について 

  麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下線炎（おたふくかぜ）・インフルエンザ等学

校保健法で指定の感染症（別紙１参照）にかかった場合は、登園停止期間を経過してから、医師に

証明証（別紙１－１）を記入してもらい登園してください。 

 

 ・土曜日等の保育について 

  土曜日は勤務等で保育を希望される方はお預かりします。お仕事等がお休みの方は、できるだけ

ご家庭で休息日としてお子様とふれあいをしてあげて下さい。 

また、土曜日、お盆、年末年始（ゴールデンウイーク等を含む）は保護者の方のお仕事の都合に

よって、お休みする子ども、半日で降園する子ども、平常通り利用する子どもと様々です。 

  そのため、土曜日、お盆、年末年始（ゴールデンウイーク等を含む）は登園児童数の把握が困難

な状況にあります。職員の配置や、給食材料等の発注の関係上、登園の有無を把握したいと思いま

す。出欠の用紙は配布しますので、土曜日保育は前月10日までに、お盆や年末年始の保育（ゴール

デンウイークを含む）は、園が指定する日までに希望の方はお申しつけください。 

  

２４ 健康診断について 

 

（１）健康診断・歯科健康診断 

年２回嘱託医が検診を、年１回嘱託歯科医が歯科検診を行います。検診の結果については児童票

（日々の成長記録）に記載します。 

（２）身長・体重測定 

毎月１回身長・体重測定を行います。測定結果については児童票（日々の成長記録）及び出席ブ

ックに記載します。 

（３）尿検査 

  年１回、１号子ども・２号子どもは実施します。検査の結果については児童票（日々の成長記 

録）に記載します。 

（４）その他 

お子様の健康状態や日頃の様子でご心配なことがありましたらご相談ください。 

 

２５ 投薬について 

  こども園では原則として薬の使用は出来ませんが、医師の診察によりやむをえず使用しなければ

ならない時には、別紙２の事項をよく読んで、「くすりの依頼書（別紙２－１）」にご記入のうえ

申し出てください。併せて薬剤情報提供書もご提出下さい。 

 

２６ 保護者の負担について 

（１）月額保育料 

 岡山市の定める額を口座引き落とし。 

 残額不足の無いように十分ご注意ください。 

 

（２）延長保育料 

① 保育標準時間認定に係る延長保育料 

月額４,０００円 １時間４００円 

② 保育短時間認定に係る延長保育料 

前延長（７：００～８：３０）   月額４,０００円 １時間４００円 

後延長（１６：３０～１９：００） 月額４,０００円 １時間４００円 

 

②  支払時期・方法  

月極利用：利用回数を確認後、口座引き落とし 

都度利用：利用回数を確認後、口座引き落とし 
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（３）一時預かり事業利用料（一般型） 

  ①利用料一覧 

年齢 区分 保育料 給食費 

１～２歳児 １日４時間以内(９時～13時まで) 1,500円／回 250円／回 

１日４時間以上８時間以内(９時～17時まで) 3,000円／回 300円／回 

３～５歳児 １日４時間以内(９時～13時まで) 1,000円／回 270円／回 

１日４時間以上８時間以内(９時～17時まで) 2,000円／回 375円／回 

※０歳児の一時預かりはありません。 

  ②支払時期・方法 

    利用日当日に現金にて ※お釣りのないようにお願いします。 

 

（４）実費徴収額 

以下のとおり、保育に必要な実費を頂きます。 

               （利用乳幼児１人あたり） 

項目 金額 

主食費（１号認定子ども） 月額 1，500円 

   （２号認定子ども） 月額 1，500円 

副食費（１号認定子ども） 月額 4, 000円 

       (２号認定子ども) 月額 4，800円 

施設助成金 

（１・２・３号認定子ども） 

月額  500円 

絵本代 個別に徴収します。 

スポーツ振興センター加

入（保護者負担分） 

200円/年 

（口座引き落としします。） 

その他用品代 個別に徴収します。 

行事参加費 個別に徴収します。 

※やむを得ない都合により、金額等が変更となることありますので、予めご了承ください。 

注)１ 年収３６０万円未満相当の世帯及び第３子以降の子どもについては、副食費負担なし。 

       年収３６０万円未満相当の世帯及び第３子以降の子ども算定基準は岡山市が利用者負担額    

を決定する際の基準と同じ基準となります。 

   副食費負担のない世帯には、岡山市より通知があります。 

※行事等でお弁当等をお持ちいただく日がある月につきましても満額頂きます。 

※集金は口座から引き落としさせて頂きます。 

※毎月１１日（引き落とし日が土曜・日曜・祝日の場合には翌日になります） 

※引き落とし銀行は、中国銀行 

※引き落としができなかった場合は、振込依頼書をお渡しします。園指定の口座へ３０日までに振り

込んで下さい。 

※当園における保育中の障害については、独立行政法人日本スポーツ振興センターに全員加入をお願

いしております。 

※集金のお知らせ袋が配布されましたら、確認印を押して袋を返却して下さい。 

 

２７ 賠償責任保険の加入状況 

  「保育所・認定こども園の損害補償」 

   身体賠償 １億円/1事故      ・ 受託、管理財物賠償(期間中) ２００万 

   財物賠償 １０００万円/１事故  ・ 人格権侵害(期間中)  １０００万  

   事故対応特別費用(期間中) ５００万  

被害者対応費用 １名につき５万円限度※１事故１０万円限度 
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２８  緊急時の対応について 

（１）保育の提供時にお子様の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、あらかじめ保護者が指定

した緊急連絡先に連絡をし、嘱託医又はかかりつけ医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、お子様の身体の安全を最優先させ、当園が責任を持って、

しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

◇ 嘱託医  「８ こども園の概要」をご覧ください。 

◇ 岡山市中消防署 

岡山市中区今在家地先       TEL ０８６－２７５－１１１９ 

◇ 岡山中央警察署 

岡山市中区浜1丁目19番39号    TEL ０８６－２７０－０１１０ 

２９ 非常災害時の対策 

消防計画作成（変更）届出書 岡山市中消防署  

防火管理者 髙山 裕司 

避難訓練 自然災害及び不審者を想定した避難・消火訓練を月１回

実施します。 

防災設備 自動火災報知機・煙感知器、誘導灯 

防犯設備 学校１１０ 番（非常通報装置）・正門電気錠 

避難場所 岡山市立竜之口小学校 

 

３０ 虐待防止のための措置 

 当園は、園児に対して、暴力行為・わいせつ行為・無視・保育の放棄その他心身に有害な影響を与

える行為をしないほか、園児の人権擁護・虐待防止のため責任者を設置するとともに、職員に対する

研修を行っています。また、児童虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに岡山市こ

ども総合相談所ほか関係機関に通告し、連携・協力して適切に対処します。 

◇ 岡山市こども総合相談所（児童相談所） 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号（岡山市保健福祉会館５階） 

TEL ０８６－８０３－２５２５ 

◇ 岡山市中区福祉事務所 

岡山市中区赤坂本町11番47号    TEL ０８６－９０１－１２３４ 

相談・苦情等を受け付ける他、「ご意見箱」を設置しています。 

３１ 保育・教育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情について 

（１）要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当者 主幹保育教諭 安藤 優佳 

相談・苦情解決責任者 園長 髙山 裕司 

第三者委員 野村 貴子（前監事） 

連絡先 ０９０－６８４３－８５００ 

小原 栄子（監事） 

連絡先 ０９０－７５４３－３２１７ 

ホームページや玄関入口に苦情相談窓口の案内を設置しています。 

（２）当園以外の相談・苦情受付窓口について 

◇ 岡山市岡山っ子育成局保育・幼児教育課 指導係 

岡山市北区大供一丁目１番１号      TEL ０８６－８０３－１２２７ 

◇ 岡山県運営適正化委員会（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会） 

岡山市北区南方二丁目１３番１号     TEL ０８６－２２６－９４００ 

（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」３階  

 

３２ 個人情報の取扱いに関する事項について 

 当園は、職員及び園長は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児、又はその家族の情報を漏

らしてはならない。 
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３３ 地域の子育て支援について 

当園は、園庭開放を月に１回程度行います。 
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別紙１ 

■園で流行しやすい感染症 

・これらの病気にかかった時は、園へ連絡して下さい。証明書はホームページにもあります 

・証明書が必要とされているものは、証明書を提出してから登園可能です。 

・証明書が必要とされている病気以外でも、症状によって園長が提出を必要と判断した場合、提出を求める事があります。 

病   名 登園のめやす 
登園するとき
に必要な書類 

麻しん（はしか） 解熱後３日を経過してから  
証明書 

 
 

風しん（三日はしか） 発しんが消失してから 

流行性耳下腺炎 
（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから５日を経過
し、かつ全身状態が良好になるまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発しんがかさぶた化してから 

咽頭結膜熱（プール熱） 
主な症状（発熱、充血等）が消失した後、２日を経過する
まで 

腸管出血性大腸菌感染症 
（O157、O26、O111
等） 

医師により感染の恐れがないと認められるまで。（無症状
病原体保有者の場合、トイレで排泄習慣が確立している５
歳児以上の小児については出席停止の必要はなく、また、
５歳未満の子どもについては、２回以上連続で便から菌が
検出されなければ登園可能である） 

流行性角結膜炎 
（はやり目） 

結膜炎の症状が消失してから 

急性出血性結膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は適正な抗菌性物質製剤によ
る５日間の治療を終了するまで 

結核 医師により感染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎（侵襲性
髄膜炎菌感染症） 

医師により感染の恐れがないと認めるまで 
 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後２４～４８時間経過していること  

伝染性膿痂疹（とびひ） 医師の判断による 

インフルエンザ 
発症した後５日を経過し、かつ解熱した後３日を経過する
こと × 

不要だが医
師の指示に
従って登園 新型コロナウイルス感染症 

発症した後５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過す
ること 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

ウイルス性胃腸炎 
（ノロ、ロタウイルス等） 

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

伝染性紅斑（リンゴ病） 全身状態が良いこと 

突発性発しん 解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと 

ヘルパンギーナ 
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がと
れること 

手足口病 
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がと
れること 

帯状疱しん すべての発しんがかさぶた化してから 

※伝染性軟属腫（水いぼ）・アタマジラミについては、医師に相談してください。  

※溶連菌感染

症、とびひは

医師の判断に

よる 
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別紙１－１ 

 証 明 書 
 

竜之口わかばこども園 

 

 

氏 名 

生年月日 

クラス名 

 

 

 

病 名                           

 

診察の結果、     月     日から登園は可能です。 

 

 

付 記 

 

 

 

年   月   日 

医療機関名 

住   所 

医 師 名                   印 
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別紙２ 

こども園とくすりについて 
 

竜之口わかばこども園 

 

１．お子さんのくすりは、本来は保護者の方が登園して与えていただくのですが、登

園できないときはこども園の担当者が保護者に代わって与えます。 

 

２．医師の診察を受けるときは、お子さんがこども園に通園しているため原則として

日中は、くすりの使用ができないことを伝え処方してもらってください。（でき

れば、朝・夕方・寝る前など） 

 

３．持参するくすりについて 

 ①くすりは、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の

処方によって薬局で調剤したものに限ります。 

 ②保護者の個人的な判断で持参したくすりは、こども園では対応できません。 

 ③座薬の使用は行いません。 

 ④くすりの服用が「熱が高いとき・咳がでるとき・発作が起こったとき」などのよ

うに症状の判断を必要とする場合は、その都度保護者の方に連絡することになり

ますのでご了承ください。 

 ⑤服用するくすりは、１回分に分けて持参してください。 

 ⑥くすり袋や容器には、お子さんのクラス名と名前を記入してください。 

 

４．「くすりの依頼書」及び「薬剤情報提供書」について 

 ①「くすりの依頼書」は園にあります。 

全ての欄がきちんと入力されていないと、対応出来ませんのでご了承ください。 

②くすりと「くすりの依頼書」は、必ず保護者が検診当番に手渡ししてください。 

➂併せて薬剤情報提供書もご提出下さい。 
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別紙２－１ 

 

竜之口わかばこども園長 様                        年   月   日 

 

くすりの依頼書 

 

保 

護 

者 

記 

入 

保護者名  

園児名                    組  （    歳  ヵ月） 

病院名  

処方日 月     日 

病名（症状）  

上記のため、服用するよう指示されましたので飲ませてください。 

薬の剤型 粉（  袋）・ 顆粒（  袋）・ シロップ（  本）・ その他（  ） 

薬の数 種類 飲ませ方 混ぜてよい ・ 混ぜない 

朝の検温   時    分   ℃  

使用時間 食前 ・ 食後 ・ その他    時    

保 

育 

者 

記 

入 

年  月  日 

確 認 書 

 

保護者様  

受領者                   

 

投与者                   

 

依頼された薬は上記の通り飲ませました。 

投与時の様子（気付いたことがあれば記入） 

 

 

 

※全ての欄にきちんと記入されていないと対応出来ませんのでご了承ください。 

※ジップロックにクラス・園児名を記入し、くすりとくすり依頼書・薬剤提供書の３点を入れて朝

の検診保育教諭に手渡しで提出してください。朝の検診後は職員室に手渡しで提出してください。 

※くすりの袋やくすりの容器にクラス・園児名を書いてください。 
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 当園における保育の提供を開始するに当たり，本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

社会福祉法人岡山幸風会 

竜之口わかばこども園 

説明者 園長 髙山 裕司 

 

 私は，本書面に基づいて竜之口わかばこども園の利用に当たっての重要事項を理解したうえで同

意し、申出事項はありません。また、在籍期間中に園の定めるルールを遵守し利用いたします。 

 

 

年  月  日 

 

保護者住所 

児童氏名 

保護者氏名                 

児童から見た続柄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


